
〈
広
告
〉

試乗できますY

「人間関係のトラブルで嫌な思いをして
いる。」…それは「いじめの芽」です。「い
じめの芽」…それは「いじめ」です。いじめ
はどんな地域のどんな学校や教室にも起
こり得ます。ひとりで悩まず電話してみま
せんか？

　

2
0
1
9
〜
2
0
2
0
年
度
に

つ
い
て
、
物
品
等
の
購
入
に
係
る

参
加
資
格
の
申
請
を
受
け
付
け
ま

す
。

　

平
成
29
〜
30
年
度
に
登
録
済
み

の
法
人
ま
た
は
個
人
で
あ
っ
て
も

新
た
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
受
付
期
間
】

　

１
月
15
日
（
火
）
〜2

月
28
日
（
木
）

　

午
前
8
時
30
分
〜午

後
5
時
15
分

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
。

【
申
請
で
き
る
業
者
・
申
請
書
】

⑴
八
雲
町
内
に
本
社
を
有
す
る
法

人
ま
た
は
町
内
に
住
所
を
有
す

る
個
人
で
、
平
成
31
年
1
月
1

日
現
在
に
お
い
て
過
去
2
年
間

の
営
業
実
績
を
有
し
、
各
種
税

金
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
。

・
申
請
様
式
は
、
町
指
定
の
様
式

に
よ
る
。

⑵
八
雲
町
以
外
に
本
社
を
有
す
る

法
人
（
八
雲
町
内
に
支
店
、
営

業
所
等
を
有
す
る
法
人
含
む
）

ま
た
は
町
外
に
住
所
を
有
す
る

個
人
で
、
平
成
31
年
1
月
1
日

現
在
に
お
い
て
過
去
2
年
間
の

営
業
実
績
を
有
し
、
各
種
税
金

を
完
納
し
て
い
る
こ
と
。

・
申
請
様
式
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
掲
載
の
町
指
定
の
様
式
に
よ

る
。

※
石
油
類
販
売
（
燃
料
等
）
業
者
の

申
請
は
不
要
で
す
。

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】

・
会
計
課
会
計
係

　

☎
0
1
3
7
│
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│
2
1
1
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・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課　

　

☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

　

ワ
ン
コ
イ
ン
健
診
と
は
、
ご
自

身
の
選
択
で
気
に
な
る
症
状
の
血

液
検
査
を
行
う
も
の
で
す
。
予
約

も
保
険
証
も
必
要
な
く
お
気
軽
に

検
査
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
各

検
査
そ
れ
ぞ
れ
5
0
0
円
（
税
込
）

と
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
左
記
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
ワ
ン
コ
イ
ン
健
診
項
目
】　
　

①
血
糖
値
が
気
に
な
る
方　
　
　

糖
尿
病
検
査

②
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
が
気
に
な
る

方　
　

　

動
脈
硬
化
検
査

③
貧
血
が
気
に
な
る
方

　

貧
血
検
査

④
血
圧
・
む
く
み
が
気
に
な
る
方

腎
機
能
検
査

⑤
お
酒
の
飲
み
過
ぎ
が
気
に
な
る

方

　

肝
機
能
検
査

⑥
痛
風
が
気
に
な
る
方

　

痛
風
検
査

【
受
付
場
所
】
八
雲
総
合
病
院

　

医
事
課
総
合
受
付

【
受
付
時
間
】
午
後
3
時
〜
5
時

（
土
日
祝
を
除
く
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

八
雲
総
合
病
院　

健
診
室　
　

　

☎
0
1
3
7
│
63
│
2
1
8
5

ワ
ン
コ
イ
ン
健
診

  
（
簡
易
健
康
診
断
）

物
品
購
入
等
に
係
る

　
　
　
　

入
札
参
加
資
格
申
請
の
受
付

【相談できる時間】月～金（祝日と年末年始は除く）
　　　　　　　　　午前９時～午後５時

※八雲町教育委員会の学校教育課職員が対応します。

※相談の内容に応じて学校と協力していじめの解消の対

策を行います。

※上記時間内でも担当者が不在のことがあります。

※担当者が不在の時…次の２通りの方法があります。

①そのまま留守番電話に切り替わるので、お名前と連絡

先電話番号を録音してください。後ほど教育委員会か

ら電話をします。

②急いで相談したい場合には下記に電話してください。

　北海道子ども相談支援センター

　☎０１２０－３８８２－５６（毎日24時間相談できます）

ひとりで悩まず、こんな時は
電話してくださいY

○いじめられて困っています。
（児童生徒のみなさん）

○友達がいじめを受けています。
（児童生徒のみなさん）

○自分の子どもがいじめを受けています。
（保護者のみなさん）

○近所の子どもがいじめを受けています。
（地域の方々）

☎0137－63－3130
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